
医療法人湖青会 訪問看護ステーション志賀 

         重要事項説明書 （医療保険） 

                               令和６年６月１日改定 

１ 事業所の概要 

 

   事業所の種類   指定訪問看護 指定介護予防訪問看護 

   事業所名     医療法人湖青会 訪問看護ステーション志賀 

   所在地      滋賀県大津市和邇中浜３４５番地の１ 

   事業所番号    ２５６０１９０１４８ 

   連絡先      ＴＥＬ：077－594－0131   ＦＡＸ：077－594－0333 

   営業日      月～土曜日 

（休業日：日曜日・祝日・12/30～1/3） 

サービス提供日  月～土曜日（土曜日は12時まで） 

（休稼動日：土曜日午後12:00～・日曜日・祝日・12/30～1/3） 

 

   営業時間     午前８時３０分～午後５時 

   サービス提供時間 午前８時３０分～午後５時 

※ 電話等により常時２４時間対応体制にあり、計画的に訪問することに 

なっていない緊急訪問も必要に応じ行います。 

※ 職員の人員配置が可能であれば、上記サービス提供日・サービス提供

時間外であっても、必要に応じてサービスの提供は可能です。 

   事業実施地域   大津市中学校区（志賀・伊香立・真野・堅田・仰木） 

 

２ 事業の目的 

 

   主治医が訪問看護の必要性を認めた利用者に対して、住み慣れた地域で安心して生活を継

続することができるよう、心身の健康保持および生活の安定のため、適正な訪問看護を提

供します。 

 

３ 運営方針 

 

① 事業所の看護師・理学療法士等は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じて自立した日常生活を安心して営むことができるよう、その療養生活を

支援し心身の機能の維持回復・生活機能の維持・向上を目指すものとする。 

② 事業の実施にあたっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連

携を計り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

 

４ 職員の体制 

 

① 管 理 者  ： 看護師 １名 

     管理者は従業員の管理および利用者の申し込みに関わる調整、業務実施状況の把握その

他の管理を行います。 

     主治医の指示に基づき適切な訪問看護が提供できるよう必要な管理を行います。 

 



 

② 看 護 師  ：      名（令和  年  月  日現在） 

③ 理学療法士：      名（令和  年  月  日現在） 

        看護師及び理学療法士は軽減または悪化の防止に努めた療養上の目的を設定した訪問

看護計画書を作成し、利用者の能力を最大限活用できるよう計画的に訪問看護の提供

を行います。 

また、自ら提供するサービスの質の評価を行い、モニタリング結果も踏まえつつ常に

その改善を図ることとします。訪問看護報告書を作成し主治医に提出し、主治医と密

接な連携を図ることとします。 

 

 

５ 提供する介護サービスの内容 

 

① 病状の観察 

② 清拭・洗髪などによる清潔保持 

③ 食事・排泄など日常生活の世話 

④ 褥瘡の予防・処置 

⑤ リハビリテーション 

⑥ ターミナルケア 

⑦ 療養生活や介護方法の指導 

⑧ カテーテルやカニューレの管理 

⑨ 在宅酸素などの管理 

⑩ その他医師の指示による医療処置 

 

６ 利用料 

 

【訪問看護基本療養費】 

 

基本療養費 
利用料 

加算内容 
１割 ２割 ３割 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

（週３回目まで） 
５５５円 １，１１０円 １，６６５円 

訪問看護を受けようとする方に対

して、主治医から交付を受けた訪

問看護指示に基づいて、看護師等

が在宅に訪問した場合に、週３回

を限度に算定します。 

訪問看護基本療養費Ⅰ 

（週４回目以降） 
６５５円 １，３１０円 １，９６５円 

別に、厚生労働大臣が定める疾

病・特別管理加算対象者・特別指

示書対象者に対して、週４回以降

の訪問を行った場合に加算します 

訪問看護療養費Ⅱ 

（週３回） 
５５５円 １，１１０円 １，６６５円 

訪問看護を受けようとする同一建

物に居住する複数の利用者に対し

て、主治医から交付を受けた訪問

看護指示書に基づいて、看護師な

どが在宅に訪問した場合に、週３

回を限度に算定します。 



訪問看護療養費Ⅱ 

（週４回目以降） 
６５５円 １，３１０円 １，９６５円 

別に厚生労働大臣が定める疾病・

特別管理加算対象者・特別指示書

対象者に対して、週４回目以降の

訪問を行った場合に算定します。 

訪問看護療養費Ⅲ ８５０円 １，７００円 ２，５５０円 

入院中で在宅療養に備えて一時的

に外泊（１泊２日以上）をされる方

に対して、主治医から交付を受けた

訪問看護指示書に基づいて、看護師

などが在宅に訪問した場合に、入院

中１回に限り算定します。 

（例外：別に厚生労働大臣が定める

疾病・特別管理が必要な方は、２回

まで算定します。 

   

 

【利用者により必要な加算等】 

 

加 算 
利用料 

加算内容 
１割 ２割 ３割 

緊急時訪問看護 

加算 ／回 

２６５円 

（月 14 日目まで） 

２００円 

（月 15 日目以降） 

５３０円 

（月 14 日目まで） 

４００円 

（月 15 日目以降） 

７９５円 

（月 14 日目まで） 

６００円 

（月 15 日目以降） 

利用者またはその家族の求めに

より、主治医（診療所・在宅療養

支援病院）の指示に基づき、看護

師が緊急に訪問看護を行った場

合に加算します。 

長時間訪問看護 

加算 ／回 
５２０円 １，０４０円 １，５６０円 

長時間の訪問が必要な方に対し、 

９０分以上の訪問を超えた場合

１回に限り加算します。 

難病等複数回訪問

加算 

（２回目） 

４５０円 ９００円 １，３５０円 
１日に２回目の訪問を行った

場合に加算します。 

難病等複数回訪問

加算 

（３回目） 

８００円 １，６００円 ２，４００円 
１日に３回目の訪問を行った

場合に算定します。 

乳幼児加算／回 １３０円 ２６０円 ３９０円 
6歳未満の乳幼児の訪問を行った

場合に加算します。 

乳幼児加算／回 １８０円 ３６０円 ５４０円 

上記、別に厚生労働省が定める方

に該当する場合 

(1) 超重症児又は準超重症児 

(2) 特掲診療料の施設基準等別 

表第七に掲げる疾病等の者 

(3) 特掲診療料の施設基準等別

表第八に掲げる者 

複数名訪問看護 

加算 ／回 

４５０円 ９００円 １，３５０円 

同時に複数の訪問看護師等によ

る訪問看護を行った場合に週１

回に限り算定します。 

３８０円 ７６０円 １，１４０円 

同時に複数の訪問準看護師等に

よる訪問看護を行った場合に週

１回に限り算定します。 



３００円 ６００円 ９００円 

同時に訪問看護師が看護補助者

と訪問看護を行った場合に週３

回に限り算定します。 

複数名訪問看護 

加算 ／日・１回 
３００円 ６００円 ９００円 

同時に訪問看護師が看護補助者

と訪問看護を行った場合に算定

します。（別に厚生労働大臣が定

める場合に限る） 

複数名訪問看護 

加算 ／日・２回 
６００円 １，２００円 １，８００円 

複数名訪問看護 

加算／日・３回以上 
１，０００円 ２，０００円 ３，０００円 

夜間・早朝訪問看護 

加算 ／回 
２１０円 ４２０円 ６３０円 

夜間（午後６～１０時）、早朝（午

前６～８時）に訪問を行った場合

に算定します。 

深夜訪問看護加算 

／回 
４２０円 ８４０円 １，２６０円 

深夜（午後１０時～午前６時）に

訪問を行った場合に算定します。 

管理療養費 

（月の初日のみ） 
７６７円 １，５３４円 ２，３０１円 

訪問看護ステーションが、利用者

にかかる訪問看護計画書および

報告書を主治医に提出するとと

もに、訪問看護の実施に関する計

画的な管理を継続して行った場

合に算定します。 

管理療養費 1 

訪問看護の利用者のうち、同一建
物居住者である方の占める割合
が 7 割未満であること 
イ）別表７もしくは別表８に該当
する利用者について相当な実績
を有すること 
ロ）精神科訪問看護基本療法を算
定する利用者のうち、GAF尺度に
よる判定が 40 以下の利用者の数
が月に 5 人以上であること 
管理療養費２ 

①訪問看護の利用者のうち、同一

建物居住者である方の占める割

合が 7 割未満であることイ）ロ）

のいずれに該当しないこと 

訪問看護 

管理療養費１ 

（月の２日目以降） 

３００円 ６００円 ９００円 

訪問看護 

管理療養費２ 

（月の２日目以降） 

２５０円 ５００円 ７５０円 

２４時間対応体制 

加算 ／月 
６８０円 １，３６０円 ２，０４０円 

利用者またはその家族から電話

等により、看護に関する意見を求

められた場合に、常時対応できる

体制にある場合、同意を得て算定

します。 

(イ)24 時間対応体制における看

護業務の負担軽減の取組を行な

っている場合 

同意欄：  年  月  日 

２４時間対応体制 

加算 ／月 
６５２円 １，３０４円 １，９５６円 

上記(イ)以外の場合算定します。 

同意欄：  年  月  日 

特別管理加算 

 ／月 
５００円 １，０００円 １，５００円 

在宅悪性腫瘍患者指導管理若し

くは在宅気管切開患者指導管理

を受けている状態又は気管カニ

ューレまたは留置カテーテルな

どを使用している状態 



２５０円 ５００円 ７５０円 

それ以外の特別な管理が必要な

状態（在宅酸素療法・人工肛門・

人工膀胱・導尿・点滴など） 

退院時共同指導 

加算 ／回 
８００円 １，６００円 ２，４００円 

訪問看護を受けようとする方が、

退院または退所に当たって、訪問

看護ステーションの看護師など

が主治医・職員とともに、在宅で

の療養上必要な指導を行い、その

内容を文書で提供した場合に算

定します。初日の訪問看護が行わ

れたときに加算します。 

１回／月に限りますが、ただし末

期・難病の方は２回／月まで算定

します。 

特別管理指導加算 

／回 
+２００円 +４００円 +６００円 

特別な管理が必要な方に関して

はさらに加算します。 

退院支援指導加算 

／回 
６００円 １，２００円 １，８００円 

訪問看護を受けようとする方が、

医療機関から退院するにあたっ

て、訪問看護ステーションの看護

師等が、退院日に病院以外で在宅

での療養上必要な指示を行った

場合に算定します。 

初日の訪問看護が行われたとき

の加算になります。 

在宅患者連携指導 

加算 ／回 
３００円 ６００円 ９００円 

訪問看護ステーションの看護師

等が、利用者の同意を得て、主治

医・薬局などを含め、文書により

情報共有を行うとともに、共有さ

れた情報を踏まえて療養上必要

な指導を行った場合に、月１回に

限り算定します。 

 

同意欄：  年   月   日 

在宅患者緊急時等 

カンファレンス 

加算 ／回 

２００円 ４００円 ６００円 

利用者の急変に伴い、主治医の求

めにより、関連機関とのカンファ

レンスに参加し、共同で療養上必

要な指導を行った場合に月２回

まで算定します。 

情報提供療養費 

／回 
１５０円 ３００円 ４５０円 

利用者の同意を得て、市に対し

て、訪問看護の状況を示す文書を

添えて、保健福祉サービスを提供

するために必要な情報を提供し

た場合に算定します。 １回／月 

同意欄：  年  月  日 

訪問看護ターミナル 

ケア療養費１ 
２，５００円 ５，０００円 ７，５００円 

在宅で死亡された方に対して、死

亡日・死亡前１４日間に２回以上

訪問看護を実施し、ターミナルケ

アに係る支援体制について利用

者や家族に対して、説明したうえ



でターミナルケアを行った場合

に算定します。 

訪問看護ターミナル 

ケア療養費２ 
１，０００円 ２，０００円 ３，０００円 

特別養護老人ホーム等で死亡さ

れた方に対して、死亡日・死亡前

１４日間に２回以上訪問看護を

実施し、ターミナルケアに係る支

援体制について利用者や家族に

対して、説明したうえでターミナ

ルケアを行った場合に算定しま

す。 

遠隔死亡診断 

補助加算 
１５円 ３０円 ４５円 

在宅ターミナル加算を算定する

患者に対して、医師の指示の下、

情報通信機器を用いた在宅での

看取りにかかる研修を受けた看

護師が情報通信機器を用いて医

師の死亡診断の補助を行なった

場合に算定します。 

訪問看護医療ＤＸ 

情報活用加算 ／月 
５円 １０円 １５円 

電子資格確認により、利用者の診

療情報を取得等した上で指定訪

問看護の実施に関する計画的な

管理を行なった場合算定します。 

訪問看護ベースアッ

プ評価料（Ⅰ） ／月 
７８円 １５６円 ２３４円 

訪問看護ステーションが、主とし

て医療に従事する職員の賃金改

善を図る体制にある場合に利用

者１人につき算定します。 

訪問看護ベースアッ

プ評価料（Ⅱ） ／月 
1～50 円 2～100 円 3～150 円 

(Ⅰ)を算定している利用者１人に

つき(Ⅱ)として当該基準に係る区

分に従い算定します。 

補足説明 

※ ２４時間対応体制加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して２４時間対

応できる体制を整備し、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行

う場合に算定します。 

※ 特別管理加算は、別に厚生労働大臣が定める疾病等、特別な管理を必要とする利用者に対し

て、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。別に厚生労働大臣が

定める特別な管理を必要とする状態（別表第８）とは、次のとおりです。 

① 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気

管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態 

② 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心

静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅

持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管

理を受けている状態 

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 真皮を超える褥瘡の状態 

⑤ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②～⑤に該当する利用者に対して訪問看護を

行った場合に算定します。 

※ 訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の

同意を得て、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣

が定める状態にあるものは 1 日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、



24 時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に算定します。 

その他別に厚生労働大臣が定める状態（別表第７）にあるものとは次のとおりです。 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチ

ントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳

皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3 以上

であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、

オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、

ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎

症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している

状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認め

る状態 

※ 退院時共同指導加算は、入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、主治医等と連

携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に初回の指定訪

問看護を行った場合に算定します。 

※ 複数名訪問加算は、複数の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作

業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する)、又は看護師等と看護補助者が同時に訪問

看護を行う場合(利用者の身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められ

る場合等)に算定します。 

※ 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、１回の時間が１時間３０分を超え

る訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(１時間以上１時間３０分未満)に算定し

ます。 

 

その他の利用料 

■ 営業日以外の利用料について 

・３０分単位で算定します。 

休日（日曜日・年末年始）の訪問：２０００円／回 

 

■キャンセルについては可能な限り２４時間前までに、事業所にご連絡下さい。ただし、ご利用者の

急な病変、入院等の場合はこの限りではありません。なお、２４時間前までに、ご連絡がなく

下記のような場合は、キャンセル料をいただきます。 

 

<キャンセル料> 

訪問２４時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です。 

訪問２４時間以内までにご連絡がない場合 １訪問あたり、300円をいただきます。 

訪問するが１０分待っても不在の場合 １訪問あたり、800円をいただきます。 

訪問するがその場でキャンセルになった場

合 
１訪問あたり、800円をいただきます。 

 

■ 交通費について 

通常の事業の実施地域内におけるサービス提供には、交通費は発生しません。 

但し、通常の事業の実施地域を越えて行う、指定（介護予防）訪問看護に要した交通費は、

その実費を徴収します。尚、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

（１）事業実施地域外から片道おおむね１０キロメートル未満      ３００円 

（２）事業実施地域外から片道おおむね１０～１５キロメートル未満  ５００円 

（３）事業実施地域外から片道１５キロメートル以上         ８００円 

（４）タクシーを利用した場合は実費負担 

   

利用者により交通費が発生する場合は、下記金額欄に表示いたします。 



 

１訪問あたりの交通費は        円 

 

７ 利用料金、その他の費用の支払い方法 

 

料金の支払い時期 毎月２５日まで（前月分の月額料金） 

 

 

 

 

   支払方法      

１.口座自動振替（２５日引落し、銀行休日の時は前日に引落し） 

 利用者もしくは家族名義のゆうちょ銀行もしくは滋賀銀行の口座 

 より引落し 

２.当事業所窓口へ直接支払い（営業時間内） 

３.利用者宅へ訪問の際、直接支払い 

４.指定口座への振り込み 

 振込先  ： 滋賀銀行 志賀町支店   

 口座番号 ： 普通預金 ２５３６６９ 

 口座名義人： 医療法人湖青会   

       （イリョウホウジン コセイカイ） 

 ※利用料金については、利用月の翌月 15 日頃に請求書を郵送又は直接お渡しいたします。 

 

８ 苦情の受付 

提供したサービスに苦情や相談がある場合は速やかに対応します。 

   苦情担当者 管理者 荒井 ルミ           

   連絡先   電話  (０７７)－５９４－０１３１ 

    ＦＡＸ (０７７)－５９４－８１１０ 

 

   その他の苦情受け付け機関 

     大津市介護保険課 

      電話  (０７７)－５２８－２７５３ 

      受付時間 ８:４０～１７:２５ 

 

     滋賀県国民健康保険団体連合会 

      相談専用電話 (０７７)－５１０－６６０５ 

      受付時間  ９:００～１７:００ 

 

     滋賀県運営適正化委員会 

      電話   (０７７)－５６７－４１０７ 

      受付時間 ９:００～１７:００ 

 

９ 緊急時の対応 

サービス提供中に病状での変化などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、居宅介

護支援事業所、家族または緊急連絡先へ連絡いたします。 

 

 

 

 

 



１０ 事故発生時の対応 

①サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに家族または緊急連絡先へ連絡すると

ともに、必要時には関係各機関にも連絡を取り必要な措置を講じます。 

②事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置等を記録します。 

③利用者に対して、サービス提供中の事故により、賠償すべき事故が発生した場合は損害

賠償を速やかに行います。但し、事業所の責に帰すべからざる事由による場合はこの限

りではありません。 

 

１１ 非常災害等の発生の際の連携・協力体制について 

事業所は、非常災害等の発生の際に、その事業を継続することができるよう、近隣の他

の事業所等と連携し、お互い協力することができる体制を構築するよう努めます。 

 

１２ 利用者の人権擁護、虐待防止等のための取組み 

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、事業所の従業者に対し、研修の機会を確保します。 

 

１３ 秘密の保持 

 ①事業所職員に対して、事業所職員である期間および事業所職員でなくなった後において

も、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが

ないよう指導教育を適時行うほか、事業所職員等が本規定に反した場合は、医療法人湖

青会 就業規則に基づき懲戒処分等に処する。 

②事業所は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場

合は、それぞれの同意をあらかじめ文章により確認いたします。 

 

１４ ハラスメント防止対策  

①事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目

指します。  

②利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、

セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

 



 

令和６年６月１日改定 

 

 

医療法人湖青会 訪問看護ステーション志賀の重要事項説明書により、訪問看護サ

ービスの内容について説明を受けました。 

 

 

 令和    年    月    日 

 

① 利用予定者（以下の１または２のいずれかを〇で囲んでください。） 

1. 代理人または成年後見人を選任しません。 

2. 代理人または成年後見人を選任し、この重要事項説明を受ける権限を委任します。 

（下記②を選任） 

 

住 所                               

 

氏 名                  印  

 

② 利用者代理人・成年後見人（選任されている場合はいずれかを〇で囲んでください） 

 

住 所                               

 

氏 名                  印  

 

続 柄                     
 

 

医療法人湖青会 訪問看護ステーション志賀が提供する訪問看護サービス 

について説明しました。 

 

 

【事業者】 住 所  滋賀県大津市和邇中浜３４５番地の 1 

                名 称  医療法人湖青会 

                      訪問看護ステーション志賀 

                説明者氏名      荒 井 ル ミ   印 

       


